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新旧対照表 
新 旧 

県議会における新型コロナウイルス 

感染症に係る当面の対応について 

 
令和２年４月10日策定 

令和２年５月15日改正 

令和２年６月４日改正 

令和２年８月31日改正 

令和２年９月24日改正 

令和３年２月４日改正 

令和４年６月７日改正 

令和５年３月 日改正 

 

県議会は、新型コロナウイルス感染症に関

し、感染防止対策を講じつつ、充実した議会

審議を行うため、当面の間、次の取組を実施

する。 

 

１ マスクの着用 

会議（委員会等を含む。）におけるマ

スクの着用については、議員の主体的な

選択を尊重し、個人の判断に委ねること

とする。 

   なお、議員控室や議会が管理する執務

室等（以下「議員控室等」という。）に

おいても同様とする。 

 

 

 

２ （略） 

 

 

３ 来訪者への対応 

議員控室等においては、来訪者（県職

員を除く。以下同じ。）に、手指消毒の

実施及び体温測定について、協力を依頼

する。 

また、マスクの着用については、来訪

者の主体的な選択を尊重し、個人の判断

に委ねることとする。 

 

４～８ （略） 

県議会における新型コロナウイルス 

感染症に係る当面の対応について 

 
令和２年４月10日策定 

令和２年５月15日改正 

令和２年６月４日改正 

令和２年８月31日改正 

令和２年９月24日改正 

令和３年２月４日改正 

令和４年６月７日改正 

 

 

県議会は、新型コロナウイルス感染症に関

し、感染防止対策を講じつつ、充実した議会

審議を行うため、当面の間、次の取組を実施

する。 

 

１ マスクの着用 

会議（委員会等を含む）においてはマ

スクを着用する（各自用意）。 

ただし、次の場合は、一時的にマスク

を外すことは差し支えない。 

(1) アクリル板により遮蔽された場所

（議場の演壇等）において、発言等

をする場合 

(2) 給水や、熱中症予防等の自己の体

調を管理するために必要な場合 

 

２ （略） 

 

 

３ 来訪者への対応 

議員控室や会議室等、議会が管理する

執務室等においては、来訪者（県職員を

除く。）に、マスクの着用、手指消毒の

実施及び体温測定について、協力を依頼

する。 

 

 

 

４～８ （略） 
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